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（１５時３０分 開会） 

 

●日程第１ 議事録署名委員の指名 

○議長（島部会長） 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。それでは、芽室町農業委員

会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員に、１１番 珠玖委員、１２番 鳥本委員

を指名します。以上で日程第１を終わります。 

 

 

●日程第２ 報告第１号 農地等一時転用許可に係る復元状況調査報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第２ 報告第１号 農地等一時転用許可に係る復元状況調査報

告の件を議題とします。それでは、横溝現地調査委員長より復元状況調査の結果について報告を

お願いします。 

○１７番（横溝委員） １７番横溝です。農地等一時転用許可に係る復元状況調査報告の件。

先に許可されました一時転用について、期間満了もしくは事業完了に伴い復元状況の現地調査

を実施したので報告する。１１月１７日の１３時３０分より役場庁舎２階会議室８で現地調査

委員会を開催しました。現地調査委員は、小林委員、土屋委員、松久委員、そして私横溝、事

務局から藤野局長、佐伯主事が出席しています。当日は、調査内容の説明を受けた後、現地調

査へ向かい、各現地では地元委員の説明を受け、調査を行いました。番号１番の砂利採取及び

基盤整備について、農地として復元できていることを確認しました。詳細については、議案書

をご覧ください。 

○議長（島部会長） ただ今、横溝委員より報告がありました報告第１号について、発言のある

方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

 

 

●日程第３ 報告第２号 農地等移動適正化あっせん報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第３ 報告第２号 農地等移動適正化あっせん報告の件を議題

といたします。 

○議長（島部会長） それでは、道下あっせん委員長より、あっせんの結果について報告をお願

いします。 

○１６番(道下委員) １６番道下です。農地等移動適正化あっせん報告の件。農業委員会等に関

する法律第６条第２項の規定に基づく農地等移動適正化あっせんの結果について報告する。１

１月２０日にあっせん委員会を開催しました。あっせん委員に、平林委員、嶋﨑委員、野澤委員、

山川委員、粟野委員、そして私道下、事務局から藤野局長、土田次長が出席しています。当日は、

９時００分より役場庁舎２階会議室７において、事前の協議会を開催し、申出状況等の説明を受

けました。その後、現地調査を行い、１３時００分よりあっせん委員会を開催しました。あっせ

んの結果、番号１番、２番、３番、４番、７番、８番、９番、１０番、１１番、１２番、１３番、

１４番、１５番、１６番は賃貸借でのあっせん成立、番号５番、６番、１７番、１８番について



は売買でのあっせん成立となりました。あっせん内容の詳細については、総会議案をご覧くださ

い。 

○議長（島部会長） ただ今、道下あっせん委員長より説明のありました報告第２号について、

発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第４号を終わります。 

 

 

●日程第４ 報告第３号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第４ 報告第３号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせ

ん委員会省略の件を議題とします。それでは、番号１番から番号１１番について事務局より、議

案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 報告第３号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件。

農業委員会等に関する法律第６条第２項の規定に基づく農地等移動適正化あっせんについて、

芽室町農地移動適正化あっせん事業実施規程第７条第１項の規定により、あっせん委員会の開

催を省略しましたので、同項の規定により報告する。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町新生南１１線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

４８,０２７㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町新生南１２線外合計５筆、公募・現況地目とも畑、合計面積

１２６,４８１㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町新生南１２線外合計２筆、公募・現況地目とも畑、合計面積

２９,０４２㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町中伏古２線、公募・現況地目とも畑、面積２,４８３㎡です。

本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号５番】土地の所在は、芽室町中伏古２線外合計２筆、公募・現況地目とも畑、合計面積１

６,０７５.７５㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号６番】土地の所在は、芽室町中伏古２線外合計２筆、公募・現況地目とも畑、合計面積１

６,０７５.７５㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号７番】土地の所在は、芽室町西士狩北５線、公簿・現況地目とも畑、面積１０,６９８㎡

です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号８番】土地の所在は、芽室町東芽室南３線、公簿・現況地目とも畑、面積１３,３３０㎡

です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号９番】土地の所在は、芽室町東芽室南５線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、面積３９,

８１７㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号１０番】土地の所在は、芽室町東芽室南５線、公簿・現況地目とも畑、面積３６,５７４

㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号１１番】土地の所在は、芽室町東芽室南２線、公簿・現況地目とも畑、面積１８,９５１

㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 



○議長（島部会長） ただ今の報告第３号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） よろしいですか。特に発言がないようですので、以上で報告第３号を終わ

ります。 

 

 

●日程第５ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第５ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書

の審査の件を議題といたします。 

○議長（島部会長） それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局(土田) 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件。次の者

から農地法第１８条第６項の規定による通知書の提出があったので審議を求める。 

【番号1番】土地の所在は、芽室町坂の上１０線、公簿・現況地目とも畑、面積１５,２４２㎡

です。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたもので、合意解

約の成立日は令和５年９月３０日、土地の引渡しの時期は令和５年１１月３０日となっており

ます。詳細については、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号１番について通知

書のとおり承認することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号１番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第１号を終わります。 

 

 

●日程第６ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第６ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件を議題

とします。それでは番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件。次の者から農地法第３条

の規定による許可申請があったので審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町芽室北２線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積１

５,６０２㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につい

て、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 小林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○８番（小林委員） ８番小林です。申請地は、市街地から約４ｋｍの中島地区に位置していま

す。譲受人は、４２年間営農を行っており、現在２９ha の耕作地で農業を営んでいるため、問



題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号１番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町芽室北３線、公簿・現況地目とも畑、面積は４４８㎡です。

本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号について、許可相当と判断

されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 小林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします 

○８番（小林委員） ８番小林です。申請地は、市街地から約５ｋｍの中島地区に位置していま

す。譲受人は、清水町で３１年間営農を行い、現在３９ha の耕作地で農業を営んでいます。今

回の申請は、耕作面積内の４４８㎡であり、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号２番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号３番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町美生１線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積は１

０,５３７㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につい

て、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 盛田委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします 

○６番（盛田委員） ６番盛田です。申請地は、ふるさと歴史館ねんりんから東へ１ｋｍ程に位

置しており、譲受人の住宅周辺の農地です。譲受人は、４０年間営農を行っており、後継者もお

られ、地域でも中心的な役割を果たしています。また、長年作付けされている農地の一部とのこ

とから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号３番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号３番について、原



案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号４番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町東芽室南３線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

は４４,２１１㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号に

ついて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 野澤委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします 

○５番（野澤委員） ５番野澤です。先日、現地確認を行いました。申請地は、介護老人保健施

設りらくから南へ３００ｍの大成地区に位置しています。申請地は飛び地であり、譲渡人が通っ

て作付けすることが困難となったため、譲受人との賃貸借を継続していましたが、この度双方の

意見をすり合わせた結果、売買の申請となりました。譲受人は地域でも中心的な役割を果たして

おり、周辺地域へ問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号４番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号４番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので、番号５番、番号６番について、事務局より議

案の説明をお願いします。 

【番号５番】土地の所在は、芽室町中美生３線、公簿・現況地目とも畑、面積は９,７９８㎡で

す。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号について、許可相当と

判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号６番】土地の所在は、芽室町中美生３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積は

２９,４８８㎡です。本申請は、売買となります。調査票の農地法第３条第２項各号について、

許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 盛田委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします 

○６番（盛田委員） ６番盛田です。申請地は、嵐山手前１km、美生１１号の西へ５００ｍ入っ

たところに位置しています。譲渡人が経営縮小、譲受人は農業経営拡大のため買受をしたいとの

ことです。譲受人は、３７年間営農を行っており、地域の中でも中心的な役割を果たしている方

で、後継者もすでに営農に従事しております。また、周辺地域の理解もあり、問題のない案件と

思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号５番、番号６番について、ご意見・ご質問

はありませんか。 



○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて番号順に採決を行います。はじめに、番

号５番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号６番について、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号６番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号７番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

【番号７番】土地の所在は、芽室町上伏古１２線、公簿・現況地目とも畑、面積は３,２５０㎡

です。本申請は、１０年間の賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につい

て、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 鳥本委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします 

○１２番（鳥本委員） １２番鳥本です。先日、現地確認を行いました。申請地は、１２線１７

号の譲渡人住宅の道路を挟み、東側に位置しています。貸人は、家族でアスパラのみ収穫してい

ましたが、家族経営が厳しいとの判断になり、今回の申請となりました。申請地は、借人の自宅

から５００ｍ程にあり、有効活用が可能であるため、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号７番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号７番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号７番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第２号を終わります。 

 

 

●日程第７ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第

５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画決定の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第７ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画決定の件を議題と

します。それでは、整理番号５８番から整理番号７７番について、事務局より議案の説明をお願

いします。 

〇事務局（土田） 議案第３号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画決定の件。農業経営基盤強化促進法等

の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定により、芽室町より決定を求

められた次の農用地利用集積計画について、議決を求める。 



【整理番号５８番】土地の所在は、芽室町新生南１１線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積４８,０２７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号５９番】土地の所在は、芽室町新生南１２線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積１２６,４８１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６０番】土地の所在は、芽室町新生南１２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２９,０４２㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６１番】土地の所在は、芽室町中伏古２線、公簿・現況地目とも畑、面積２,４８３

㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６２番】土地の所在は、芽室町中伏古２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積１６,０７５.７５㎡を売買するものです。 

【整理番号６３番】土地の所在は、芽室町中伏古２線、公簿・現況地目とも畑、面積１６,０７

５.７５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６４番】土地の所在は、芽室町西士狩北５線、公簿・現況地目とも畑、面積１０,６

９８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６５番】土地の所在は、芽室町東芽室南３線、公簿・現況地目とも畑、面積１３,３

３０㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６６番】土地の所在は、芽室町東芽室南５線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積３９,８１７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６７番】土地の所在は、芽室町東芽室南５線、公簿・現況地目とも畑、面積３６,５

７４㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６８番】土地の所在は、芽室町東芽室南２線、公簿・現況地目とも畑、面積１８,９

５１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号６９番】土地の所在は、芽室町坂の上１０線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、面

積４６,６４６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７０番】土地の所在は、芽室町坂の上１０線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、面

積２１,６４６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７１番】土地の所在は、芽室町坂の上１０線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積２５,０００㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７２番】土地の所在は、芽室町坂の上１１線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積４８,８４８㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７３番】土地の所在は、芽室町坂の上１０線、公簿・現況地目とも畑、面積１５,２

４２㎡を売買するものです。 

【整理番号７４番】土地の所在は、芽室町東芽室南２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積は１９,００４㎡を売買するものです。 

【整理番号７５番】土地の所在は、芽室町東芽室南２線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積は２７,９５７㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号７６番】土地の所在は、芽室町新朝日外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

は２４,８５１㎡を賃貸借するものです。 



【整理番号７７番】土地の所在は、芽室町新朝日外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

は４３,８４５㎡を賃貸借するものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。整理番号５８番から整理番号７７番について、

ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。それでは、

最初に整理番号５８番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号５８番については原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号５９番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号５９番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６０番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６０番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６１番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６２番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６３番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６４番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６５番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６５番について、原案のとおり決定することにご異議あり



ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６６番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６６番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６７番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６７番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６８番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６８番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号６９番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号６９番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号７０番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７０番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号７１番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号７２番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号７３番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号７４番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 



○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号７５番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号７６番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７６番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号７７番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７７番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長(島部会長) 次に、整理番号７８番についてですが、土屋委員本人に関する案件でござい

ます。農業委員会に関する法律第３１条の規定により、土屋委員は、議事参与が制限されること

となります。土屋委員には、議事終了まで退出をお願いします。 

○議長（島部会長） ここで暫時休憩といたします。 

 

 

１６時２２分 休憩 

【土屋委員退室】 

１６時２２分 再開 

 

 

○議長(島部会長) 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） それでは、整理番号７８番について事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【整理番号７８番】土地の所在は、芽室町新朝日、公簿・現況地目とも畑、面積は２０,０００

㎡を賃貸借するものです。 

○議長（島部会長） ただ今説明のありました、整理番号７８番について、ご意見・ご質問あり

ませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 次に採決を行います。整理番号７８番について、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７８番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長(島部会長) ここで暫時休憩といたします。 

 



 

 

１６時２３分 休憩 

【土屋委員入室】 

１６時２４分 再開 

 

 

○議長（島部会長） 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） それでは、整理番号７９番から整理番号８３番について事務局より議案の

説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【整理番号７９番】土地の所在は、芽室町新朝日、公簿・現況地目とも畑、面積は２１,９７７

㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８０番】土地の所在は、芽室町美生１線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積は２６,５６１㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８１番】土地の所在は、芽室町美生１線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積は５９,１３３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８２番】土地の所在は、芽室町美生２線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積は４１,８８５㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号８３番】土地の所在は、芽室町美生２線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積は１３,５３６㎡を賃貸借するものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。整理番号７９番から整理番号８３番について、

ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。それでは、

最初に整理番号７９番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号７９番については原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号８０番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８０番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号８１番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号８２番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 



【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８２番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号８３番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長(島部会長) 次に、整理番号８４番についてですが、盛田委員本人に関する案件でござい

ます。農業委員会に関する法律第３１条の規定により、盛田委員は、議事参与が制限されること

となります。盛田委員には、議事終了まで退出をお願いします。 

○議長（島部会長） ここで暫時休憩といたします。 

 

 

１６時２９分 休憩 

【盛田委員退室】 

１６時２９分 再開 

 

 

○議長(島部会長) 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） それでは、整理番号８４番について事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【整理番号８４番】土地の所在は、芽室町美生２線、公簿・現況地目とも畑、面積は２３,３１

２㎡を賃貸借するものです。 

○議長（島部会長） ただ今説明のありました、整理番号８４番について、ご意見・ご質問あり

ませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 次に採決を行います。整理番号８４番について、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長(島部会長) ここで暫時休憩といたします。 

 

 

１６時３１分 休憩 

【盛田委員入室】 

１６時３１分 再開 

 

 

○議長（島部会長） 休憩をとき、会議を再開します。 



○議長（島部会長） それでは、整理番号８５番から整理番号８９番について事務局より議案の

説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【整理番号８５番】土地の所在は、芽室町雄馬別１２線、公簿・現況地目とも畑、面積は４９,

２３１㎡を売買するものです。 

【整理番号８６番】土地の所在は、芽室町雄馬別１１線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合

計面積は５９,８５０㎡を売買するものです。 

【整理番号８７番】土地の所在は、芽室町上芽室北外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積は４９,２７４㎡を売買するものです。 

【整理番号８８番】土地の所在は、芽室町上美生４線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、合計

面積は６７,６３６㎡を売買するものです。 

【整理番号８９番】土地の所在は、芽室町上美生５線、公簿・現況地目とも畑、面積は２,４８

５㎡を売買するものです。 

○議長（島部会長） これより、質疑を行います。整理番号８５番か整理番号８９番について、

ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。それでは、

最初に整理番号８５番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号８６番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８６番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号８７番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８７番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号８８番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８８番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号８９番について、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号８９番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 以上で議案第３号を終わります。 

 



 

 

○議長（島部会長） 以上をもちまして、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。この際、

その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたします。 

【なし・・との声】 

よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、芽室町農業委員会第５回総会を閉会いたしま

す。 

 

 

（１６時３７分 閉会） 
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